
高知県立人権啓発センターインターネット回線のご利用案内 

・当施設でインターネット【（有線 LAN）及びWi-fi（無線 LAN）】が利用できるようになりました。 

※パソコン、ハブ、LANケーブル等はご自身で準備をしてください。 

 

【利用可能エリア】 

・６Fホール、６Fホール控室、４F視聴覚室 

※６Fホールの有線 LANの接続可能台数は３台 

※６Fホール控室の有線 LANの接続可能台数は１台 

※４F視聴覚室の有線 LANの接続可能台数は１台 

 

【利用方法】 

・Wi-fi（無線 LAN）でインターネット接続をする場合、表示された無線アンテナを選択し、パスワード

を入力してください。パスワードは利用可能エリアの各室内に掲示しています。 

 

【注意事項】 

・本サービスを利用するにあたり「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」を遵守し、犯罪・迷惑行為

を行わないでください。 

・接続時には、すべての共有設定を解除してください。 

・当センターのWi-Fi はフリーWi-Fi です。一般的にフリーWi-Fi には通信内容の傍受など、プライベー

トWi-Fi にはない危険性があることを認識のうえご利用ください。 

・インターネットを利用するためのパソコン設定はご自身で行ってください。またコンピューターウイ

ルス対策等はお客様自身の責任で行ってください。 

・技術的な質問につきましてはお応えできかねますのでご了承ください。 

・利用の保証をするものではございません。パソコンによっては利用できない場合もございますのでご

了承ください。 

・本サービスの予期せぬ停止・不良が原因となり発生した損失や損害については責任を負いかねますの

でご了承ください。 

・回線速度の保証はできません。接続台数や通信量の状況により速度が低下することがあります。 

・機器（パソコン、ハブ、LANケーブル等）の貸出しは行っていません。 


